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(57)【要約】
【課題】衝撃や振動が作用した場合に環状のヒータに悪
影響を与えることを防止できる加熱調理器を提供する。
【解決手段】加熱調理器は、被加熱物を収納する加熱室
１１と、加熱室１１内の上面に設けられた管状のヒータ
１２と、管状のヒータ１２を貫通させる反射板バーリン
グ部２１Ｂを設けた反射板２１と、反射板２１を断熱す
る断熱板２２と、管状のヒータ１２を固定するヒータ押
さえ板２４とを備えている。このヒータ押さえ板２４は
断熱板２２に固定し、管状のヒータ１２を吊下げて保持
するものである。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加熱物を収納する加熱室と、
　前記加熱室内上面に設けられた管状のヒータと、
　前記管状のヒータを貫通させる突出し穴を設けた反射板と、
　前記反射板を断熱する断熱板と、
　前記管状のヒータを固定するヒータ押さえ板とを備え、
　前記ヒータ押さえ板は前記断熱板に固定され、前記管状のヒータを吊下げて保持するこ
とを特徴とする加熱調理器。
【請求項２】
　ヒータ押さえ板は、管状のヒータの絶縁体を挿入することによって保持する構成とし、
　前記ヒータ押さえ板は、バネ性を持たせたことを特徴とする請求項１に記載の加熱調理
器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被加熱体を収容する加熱室の上面に管状のヒータを備えるとともに、反射板
や断熱板を備えた加熱調理器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の加熱調理器は、耐熱性のあるガラス管内に発熱線が配設され、ガラス管
の両端をヒータ碍子などの絶縁物が設けられ、ヒータ碍子で端子が保持されたガラス管ヒ
ータやハロゲンヒータなどが多く用いられている（例えば、特許文献１参照）。
　この加熱調理器は、ガラス管ヒータやハロゲンヒータなどは衝撃や振動に弱く、衝撃や
振動でガラス管に悪影響が及ぶ虞がある。
【特許文献１】特開２００３－１１４０３０号公報
【０００３】
　従来の加熱調理器１００は、図５に示すように、加熱室１０１の上面に設けたオーブン
上板１０２の上に熱反射用の反射板１０３が配設され、反射板１０３の上部に断熱用の断
熱板１０４が配設され、反射板１０３を貫通するように管状のヒータ１０５が配置されて
いる。
【０００４】
　管状のヒータ１０５は、管部に結晶化ガラス管１０６が用いられ、端子部１０７の絶縁
体としてヒータ碍子１０８が用いられている。
　ヒータ碍子１０８をヒータ押さえ板１１０に取り付けることで、管状のヒータ１０５が
保持されている。ヒータ押さえ板１１０は、オーブン側壁部１１１にビス１１２で取り付
けられている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、加熱調理器１００の構成では、ヒータ押さえ板１１０がオーブン側壁１
１１にビス１１２で取り付けられているため衝撃や振動が作用した場合にオーブン側壁部
１１１からヒータ押さえ板１１０に衝撃や振動が伝わることが考えられる。
　また、反射板１０３と断熱板１０４はオーブン上板１０２の上方に配設されているため
、衝撃や振動が作用した場合に自由度がある程度確保される。
【０００６】
　一方、ヒータ押さえ板１１０はオーブン側壁１１１にビス１１２で取り付けられている
ため、ヒータ押さえ板１１０で保持されたヒータ碍子１０８は自由度が殆どない。
　このため、衝撃や振動が作用した場合に、反射板１０３や断熱板１０４のバーリング部
１１３が結晶化ガラス管１０６に当たり、結晶化ガラス管１０６に悪影響が及ぶことが考



(3) JP 2009-281663 A 2009.12.3

10

20

30

40

50

えられる。
【０００７】
　本発明は、前記従来の課題を解決するためになされたもので、衝撃や振動が作用した場
合に環状のヒータに悪影響を与えることを防止できる加熱調理器を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の加熱調理器は、被加熱物を収納する加熱室と、前記加熱室内上面に設けられた
管状のヒータと、前記管状のヒータを貫通させる突出し穴を設けた反射板と、前記反射板
を断熱する断熱板と、前記管状のヒータを固定するヒータ押さえ板とを備え、前記ヒータ
押さえ板は前記断熱板に固定され、前記管状のヒータを吊下げて保持する構成を有してい
る。
【０００９】
　この構成により、ヒータ押さえ板が断熱板に固定され、このヒータ押さえ板に管状のヒ
ータを吊下げて保持できる。
　よって、ヒータ押さえ板を反射板、断熱板と一体に動作させることができる。これによ
り、衝撃や振動で反射板や断熱板に管状のヒータが当たることを防いで、管状のヒータを
良好に保護することができる。
【００１０】
　また、本発明の加熱装置は、ヒータ押さえ板は、管状のヒータの絶縁体を挿入すること
によって押さえる構成とし、前記ヒータ押さえ板は、バネ性を持たせた構成を有している
。
【００１１】
　この構成により、ヒータ押さえ板にバネ性を持たせることで、衝撃や振動を受けた場合
に、ヒータ押さえ板を弾性変形させて衝撃や振動を吸収することができる。
　よって、環状のヒータに衝撃や振動を伝えないようにして、環状のヒータに悪影響が及
ぶことを一層良好に防ぐことができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の加熱調理器は、ヒータ押さえ板が断熱板に固定され、このヒータ押さえ板に管
状のヒータを吊下げて保持することで、衝撃や振動が作用した場合に環状のヒータに悪影
響を与えることを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態の加熱調理器について、図面を参照しながら説明する。なお
、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
　図１は本発明に係る加熱調理器を示す側面図、図２は図１の加熱調理器を示す平面図、
図３は、図１のＡ－Ａ線断面図、図４は図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【００１４】
　図１および図２に示すように、加熱調理器１０は、被加熱物を収納する加熱室１１と、
加熱室１１内の上面に設けられた管状のヒータ１２と、加熱室１１の後面に設けられた循
環ファンヒータ１４と、前面の開口に下端部を回動自在に支持された開閉扉１５と、底部
に設けられた高周波を発生させるマグネトロン１６とを備えている。
【００１５】
　管状のヒータ１２は、加熱室１１内を加熱するヒータであり、例えば、２本のミラクロ
ンヒータ１２Ａと、２本のミラクロンヒータ１２Ａ間にアルゴンヒータ１２Ｂとを有して
いる。
　図３に示すように、ミラクロンヒータ１２Ａは、管部１７Ａに結晶化ガラス管が用いら
れ、端子部１７Ｂの絶縁体としてヒータ碍子１７Ｃが用いられている。
【００１６】
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　図４に示すように、アルゴンヒータ１２Ｂは、管部１８Ａの両端部を封止部１９で封止
することで、管部１８Ａの内部にアルゴンガスが封入されたヒータである。
　アルゴンヒータ１２Ｂは、管部１８Ａの両端部を封止部１９で封止することでミラクロ
ンヒータ１２Ａと比較して全長が長く形成されている（図２も参照）。
　このアルゴンヒータ１２Ｂは、ミラクロンヒータ１２Ａと同様に、管部１８Ａに結晶化
ガラス管が用いられ、端子部１８Ｂの絶縁体としてヒータ碍子１８Ｃが用いられている。
【００１７】
　また、図３および図４に示すように、加熱調理器１０は、加熱室１１の上部にヒータ１
２（すなわち、ミラクロンヒータ１２Ａ、アルゴンヒータ１２Ｂ）の熱を加熱室１１に反
射させる反射板２１と、反射板２１からの熱を遮断する断熱板２２と、断熱板２２の外側
にヒータ１２を支えるヒータ押さえ板２４とを備えている。
【００１８】
　反射板２１は、オーブン上板２６の上平面部に設置され、左右の壁部２１Ａにミラクロ
ンヒータ１２Ａ用の反射板バーリング部（突出し穴）２１Ｂが形成されるとともに、アル
ゴンヒータ１２Ｂ用の反射板バーリング部（突出し穴）２１Ｃが設けられている。
　オーブン上板２６は、オーブン側壁部２７の頂部に設けられている。
【００１９】
　反射板バーリング部２１Ｂは、ミラクロンヒータ１２Ａの管部１７Ａを非接触状態に貫
通させる穴である。
　反射板バーリング部２１Ｃは、アルゴンヒータ１２Ｂの管部１８Ａを非接触状態に貫通
させる穴である。
【００２０】
　断熱板２２は、オーブン上板２６の上平面部に設置されるとともに、反射板２１の外側
に配設され、反射板２１の熱を断熱する部材である。
　断熱板２２は、反射板バーリング部２１Ｂと同様に、左右の壁部２２Ａにミラクロンヒ
ータ１２Ａ用の断熱板バーリング部（突出し穴）２２Ｂが形成されるとともに、アルゴン
ヒータ１２Ｂ用の断熱板バーリング部（突出し穴）２２Ｃが設けられている。
【００２１】
　断熱板バーリング部２２Ｂは、ミラクロンヒータ１２Ａの管部１７Ａを非接触状態に貫
通させる穴である。
　アルゴンヒータ１２Ｂ用の断熱板バーリング部２２Ｃは、断熱板２２の左右の壁部２２
Ａに設けられたカバー部２９に形成されている。
　アルゴンヒータ１２Ｂ用の断熱板バーリング部２２Ｃは、アルゴンヒータ１２Ｂの管部
１８Ａを非接触状態に貫通させる穴である。
【００２２】
　ヒータ押さえ板２４は、断熱板２２の上面のうち、左右の側部２２Ｄにビス２８で取り
付けられ、管状のヒータ１２（ミラクロンヒータ１２Ａ、アルゴンヒータ１２Ｂ）を固定
する（吊下げるように支える）部材である。
　なお、左右の側部２２Ｄに取り付けられたヒータ押さえ板２４は左右対称の部材であり
、以下、右側部２２Ｄに取り付けられたヒータ押さえ板２４について説明して、左側部２
２Ｄに取り付けられたヒータ押さえ板２４の説明を省略する。
【００２３】
　ヒータ押さえ板２４は、弾性変形可能にバネ性を有し、図２に示すように、ベース３１
の前後の端部から前後の突部３２が突出され、ベース３１の中央部から中央突部３３が突
出されている。
　ベース３１の端部が断熱板２２の右側部２２Ｃに上方から重ねられ、ベース３１の端部
が右側部２２Ｃにビス２８で取り付けられている。
【００２４】
　前後の突部３２にミラクロンヒータ１２Ａが保持され、中央突部３３にアルゴンヒータ
１２Ｂが保持されている。
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　アルゴンヒータ１２Ｂは、ミラクロンヒータ１２Ａと比較して全長が長く形成されてい
る。よって、中央突部３３は前後の突部３２と比較して大きく突出されている。
【００２５】
　ベース３１の端部を右側部２２Ｃにビス２８で取り付けることで、衝撃や振動を受けた
場合に、ヒータ押さえ板２４を反射板２１や断熱板２２に同期させて移動させることがで
きる。
　さらに、ヒータ押さえ板２４にバネ性を持たせることで、衝撃や振動を受けた場合に、
ヒータ押さえ板２４を弾性変形させて衝撃や振動を吸収することができる。
【００２６】
　ここで、ヒータ押さえ板２４のバネ性の大小は、前後の突部３２や中央突部３３の長さ
寸法と幅寸法、板厚寸法等で調整することが可能である。
　すなわち、前後の突部３２や中央突部３３の長さ寸法を短く、幅寸法を長く、板厚寸法
を厚くすればバネ性は小さくなる。
【００２７】
　アルゴンヒータ１２Ｂの封止部１９は衝撃、振動に弱いため、中央突部３３を長くして
バネ性を大きくしている。
　よって、アルゴンヒータ１２Ｂにかかる衝撃、振動を中央突部３３で良好に吸収するこ
とが可能である。
【００２８】
　図３に示すように、前突部３２は、先端部に下方に折り曲げられた折曲片３２Ａを備え
、折曲片３２Ａに碍子保持穴３２Ｂが形成されている。
　碍子保持穴３２Ｂは、ミラクロンヒータ１２Ａのヒータ碍子１７Ｃを保持する穴である
。
　すなわち、碍子保持穴３２Ｂにミラクロンヒータ１２Ａのヒータ碍子１７Ｃが差し込ま
れることで（挿入されることで）、ヒータ碍子１７Ｃがヒータ押さえ板２４（前突部３２
）に保持されている（固定されている）。
【００２９】
　ヒータ碍子１７Ｃがヒータ押さえ板２４に保持されることで、ミラクロンヒータ１２Ａ
はヒータ押さえ板２４に吊下げた状態に保持されている。
　この状態において、ミラクロンヒータ１２Ａは、反射板バーリング部２１Ｂおよび断熱
板バーリング部２２Ｂに管部１７Ａが非接触状態に貫通されている。
【００３０】
　なお、後突部３２は、前突部３２と同じ形状なので、前突部３２の説明で後突部３２の
説明を兼ねる。
【００３１】
　図４に示すように、中央突部３３は、先端部に下方に折り曲げられた折曲片３３Ａを備
え、折曲片３３Ａに碍子保持穴３３Ｂが形成されている。
　碍子保持穴３３Ｂは、アルゴンヒータ１２Ｂのヒータ碍子１８Ｃを保持する穴である。
　すなわち、碍子保持穴１８Ｃにアルゴンヒータ１２Ｂのヒータ碍子１８Ｃが差し込まれ
ることで（挿入されることで）、ヒータ碍子１８Ｃがヒータ押さえ板２４に保持されてい
る（固定されている）。
【００３２】
　ヒータ碍子１８Ｃがヒータ押さえ板２４に保持されることで、アルゴンヒータ１２Ｂは
ヒータ押さえ板２４に吊下げた状態に保持されている。
　この状態において、アルゴンヒータ１２Ｂは、反射板バーリング部２１Ｃおよび断熱板
バーリング部２２Ｃに管部１８Ａが非接触状態に貫通されている。
【００３３】
　以上説明したように、ヒータ押さえ板２４が断熱板２２にビス２８で取り付けられ、ヒ
ータ押さえ板２４にミラクロンヒータ１２Ａおよびアルゴンヒータ１２Ｂが保持されてい
る。
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　よって、ミラクロンヒータ１２Ａおよびアルゴンヒータ１２Ｂは、ヒータ押さえ板２４
に吊下げるように取付けられている。
【００３４】
　これにより、衝撃や振動を受けた場合に、ヒータ押さえ板２４を反射板２１や断熱板２
２に同期させて、反射板２１や断熱板２２に対して一体に移動（動作）させることができ
る。
　したがって、ミラクロンヒータ１２Ａの管部１７Ａが反射板バーリング部２１Ｂや断熱
板バーリング部２２Ｂに当たることを防ぐとともに、アルゴンヒータ１２Ｂの管部１８Ａ
が、反射板バーリング部２１Ｃや断熱板バーリング部２２Ｃに当たることを防いで、ミラ
クロンヒータ１２Ａやアルゴンヒータ１２Ｂに悪影響を与えることを防止できる。
【００３５】
　また、ヒータ押さえ板２４にバネ性を持たせることで、衝撃や振動を受けた場合に、ヒ
ータ押さえ板２４を弾性変形させて衝撃や振動を吸収することができる。
　よって、ミラクロンヒータ１２Ａやアルゴンヒータ１２Ｂに衝撃や振動を伝えないよう
にして、ミラクロンヒータ１２Ａやアルゴンヒータ１２Ｂに悪影響が及ぶことを一層良好
に防ぐことができる。
【００３６】
　さらに、ヒータ押さえ板２４の中央突部３３を長くしてバネ性を大きくしている。よっ
て、アルゴンヒータ１２Ｂに作用する衝撃、振動を効率よく抑えて、アルゴンヒータ１２
Ｂの封止部１９を良好に保護することが可能になる。
【００３７】
　加えて、ヒータ押さえ板２４にバネ性を持たせることで、ねじれ方向の衝撃、振動をも
バネ性で吸収できる。
　よって、ミラクロンヒータ１２Ａを保持する前後の突部３２と、アルゴンヒータ１２Ｂ
を保持する中央突部３３とを一体に形成しても、ミラクロンヒータ１２Ａやアルゴンヒー
タ１２Ｂに作用する衝撃や振動を抑えることができる。
　これにより、突部３２や中央突部３３をそれぞれ独立した部材で形成する必要がないの
で部品点数が削減される。
【００３８】
　なお、本発明の加熱調理器１０は、前述した実施形態に限定されるものでなく、適宜な
変形，改良等が可能である。
　例えば、ヒータ押さえ板２４は一体式になっているが個々のヒータごとに別々にヒータ
押さえ板２４を取り付けることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は、被加熱体を収容する加熱室の上面に管状のヒータを備えるとともに、反射板
や断熱板を備えた加熱調理器への適用に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明に係る加熱調理器を示す側面図
【図２】図１の加熱調理器を示す平面図
【図３】図１のＡ－Ａ線断面図
【図４】図１のＢ－Ｂ線断面図
【図５】従来の加熱調理器を示す断面図
【符号の説明】
【００４１】
　１０　加熱調理器
　１１　加熱室
　１２　環状のヒータ
　１２Ａ　ミラクロンヒータ
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　１２Ｂ　アルゴンヒータ
　１７Ｃ，１８Ｃ　ヒータ碍子（絶縁体）
　２１　反射板
　２１Ｂ，２１Ｃ　反射板バーリング部（突出し穴）
　２２　断熱板
　２２Ｂ，２２Ｃ　断熱板バーリング部（突出し穴）
　２４　ヒータ押さえ板

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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